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○茨城県立医療大学付属病院職業・臨床倫理委員会要綱 

                    （平成１９年８月２８日第８回病院幹部会） 

 （目的） 

第１条 この要綱は，茨城県立医療大学付属病院委員会設置規程に基づき，茨城県立医

療大学付属病院職業・臨床倫理委員会（以下「委員会」という。）に関し，必要な事

項を定めるものとする。 

 （組織） 

第２条 委員会は，次に掲げる者をもって組織する。 

（１） 病院長 

（２） 副院長 

（３） 各部長 

（４）病院管理課長 

（５）外部委員 病院長が委嘱する者（若干名） 

２ 委員の任期は２年間とし，再任は妨げない。 

３ 次条第３号に関する事項を協議する場合は，特別委員として事務局次長の出席を要

請する。 

 （委員会の所掌事項） 

第３条 委員会は，次に掲げる所掌事項を協議する。ただし，茨城県立医療大学倫理委

員会の審査対象となる事項を除く。 

 （１）職業倫理に関する事項 

 （２）臨床倫理に関する事項 

 （３）（１）及び（２）に係る重大な倫理的問題 

２ 前項（３）は当院の特性に鑑み，厳重な抑制，宗教と輸血，移植のための臓器摘出

などについて協議する。 

 （研修会） 

第４条 委員会は，職業倫理及び臨床倫理啓発のため年１回以上の研修会開催を企画す

るものとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会には委員長を置き，病院長をもってこれに充てる。 

２ 委員会には副委員長を置き，副院長をもってこれに充て，委員長に事故あるときは

その職務を代行する。 

（会議） 

第６条 委員長は，委員会を招集し，その議長を務める。 

２ 委員会は，原則として年２回開催するものとする。ただし、委員長が必要と認めた

ときは臨時に開催することができる。 

３ 委員会は，委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

４ 委員長は，必要があると認めるときは委員以外の職員を委員会に出席させ，協議事

項に関し説明を求め，意見を聴くことができる。 

 （議事録） 

第７条 事務局は議事録を作成し, 委員長がこれを確認し，事務局がこれを保管する。 

２ 議事録は原則として非公開とする。 

 （周知） 

第８条 委員会での審議結果については各部署への周知徹底を図る。だだし、審議内容に

よってはこの限りでない。 

 （事務） 

第９条 委員会の事務は、病院管理課で処理する。 
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   付 則  

この要綱は，平成１９年８月２８日から施行する。 

 


